
 

京都市基本計画審議会第４回すこやか部会関係・要望資料一覧 

 

障害者福祉関係 

 

○ 「障害者自立支援法が多くの課題を指摘され，制度を新たに創設する方針」とある。どの

ような課題を指摘されているのか。 

  「度重なる制度改正」とあるが，どのような点が主に改正されているのか。 

    （Ｐ１） 
○ 京都市障害者スポーツセンターの利用者数及び健常者利用者の割合 
    （Ｐ５） 
○ 学校教育で「手話」を取り入れているか。 

    （Ｐ８） 
 

地域福祉関係 

 

○ 「民生委員・児童委員」はどのように選任された方なのか。     
    （Ｐ９） 
○ 「福祉関係の地域における支援体制の確立」のために，どの様な活動を行っているのか。 
    （Ｐ１１） 
○ 児童館の数と学童保育の現状 
    （Ｐ１３） 
 

高齢者福祉関係 

 
○ 介護認定までいかない高齢者が，生きがいとして集える場への参加者の高齢者世帯に対す

る割合 
    （Ｐ２２） 
 

生涯学習関係 

 

○ 「学校ふれあいサロン」について。 
   開催日時・場所・内容などの情報がほしい。 
    （Ｐ２３） 
 

参考資料 



１ 障害者自立支援法に係る制度改正の動き等 

 

１ 制度の変遷 

 本市 国 

18 年 4 月 「京都方式」の創設 障害者自立支援法の一部施行 

10 月  障害者自立支援法の全部施行 

12 月  国が「特別対策」を発表（平成 18

年度～20 年度 1,200 億円） 

19 年 4 月 「新京都方式」の実施 「特別対策」による利用者負担の更

なる軽減 

「特別対策」による事業者に対する

激変緩和措置（９割保障等）を実施 

12 月  「緊急措置」の発表 

20 年 4 月  「緊急措置」による通所サービスの

報酬単価を約 4.6％引き上げ 

7 月 「新京都方式」の更なる

拡充 

「緊急措置」による利用者負担の更

なる軽減 

4 月 「新京都方式」の継続 特別対策等による利用者負担軽減

策を継続 

総枠で約 5.1％の報酬改定を実施 

7 月  利用者負担軽減策の一部拡充 

 

２ 課題や指摘 

 応能負担から応益負担を求める制度となったこと等が問題となり，集団訴訟

に発展したが，別紙の基本合意文書において，障害福祉施策の推進に最善を尽

くすことを国が約束し，和解する運びとなっている。 
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１　施設の概要（別紙のとおり）

２　利用者数

個人 団体 個人 団体 個人 団体

障害者 53,315 37,277 51,737 39,952 50,464 40,555

一般 10,429 4,994 9,620 4,972 9,181 5,704

介助者・ボランティア等 15,172 29,285 15,883 30,401 15,749 31,309

合計 78,916 71,556 77,240 75,325 75,394 77,568

総計 150,472

２　京都市障害者スポーツセンターの概要等

152,565 152,962

年度

開館日数

利
用
者
数

１８年度 １９年度 ２０年度

２７７日 ２８１日 ２７８日
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３ 学校教育における手話 

 

 本市では，京都市聴覚障害者協会と連携し，手話に関する教員研修や学校での手話学習

等に係る講師の派遣を行っています。 

各学校では，教員や京都市聴覚障害者協会から派遣された講師の他，手話に堪能な地域

のボランティアの指導により，手話を用いた活動が実践されています。 

 

 

○教員研修の内容（２１年度） 

 研修名  手話奉仕員養成講座 

実施日  平成２１年５月２０日（水）～１０月２８日（水）＜全１５回＞ 

 会 場  京都市聴覚言語障害センター 

内 容  講義及び実技 

 受講者  ５名 

 

○京都市聴覚障害者協会から手話学習等に係る講師の派遣を受けた延べ学校数 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ２１年度 ２０年度 

小学校 ２０校 １３校 

中学校 ６校 ７校 

合 計 ２６校 ２０校 
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４ 民生委員・児童委員の選任 

 

 

民生委員・児童委員については，民生委員法に規定されているとおり，厚生労働

大臣から委嘱され，常に住民の立場に立って相談に応じ，必要な援助を行い，社会

福祉の増進に努める非常勤，特別職の地方公務員であり，その選出については，福

祉・教育関係者等による元学区，区，市の三段階の推薦及び京都市社会福祉審議会

での審議を経て，下記の要件を満たす適格者が，厚生労働大臣から民生委員・児童

委員としての委嘱を受けることになっている。 

            

【民生委員適格者としての資格要件】 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの要件を備えた方を推薦する手続きは，以下のとおりである。 

（１）地域の事情に明るい社会福祉に関係する諸団体の代表１０名程度により分会世話人会

を設け，推薦分会委員を選考する。推薦分会委員は，地域の福祉や教育に関係のある６

つの分野から選ばれた６～１２名の委員である。 

（２）推薦分会において，民生委員候補者の推薦を行う。 

（３）区ごとに区会世話人会を設け，推薦区会委員を選考する。 

（４）推薦区会において，学区の推薦分会が推薦した民生委員候補者の審査選考を行う。 

（５）エの結果，推薦区会から推薦があった候補者について市推薦会において審査を行う。 

（６）オの結果，市推薦会から推薦があった候補者について市長が市社会福祉審議会民生委

員審査専門分科会に諮問を行い，その答申を受ける。 

（７）市長が厚生労働大臣に対して推薦を行う。 

（８）推薦に基づき，厚生労働大臣が民生委員・児童委員及び主任児童委員に対して委嘱を

行う。 

 このように，慎重かつ的確な手続きを経て，民生委員・児童委員を選任している。 

 

※ 詳細は，次ページ＜参考＞に記載 

① 市会議員の選挙権を有すること 

② 人格識見が高いこと 

③ 広く地域社会の実情に通じていること 

④ 社会福祉の増進に熱意を有すること 

⑤ 児童委員としても適当であること 

⑥ 年齢について新任の場合は原則６５歳未満とすること（但し，地

域の実情を踏まえた弾力的な運用を可能としている。）また，再任の

場合は７５歳未満（委嘱日現在）であること 
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諮問 

答申 

厚生労働大臣辞令伝達 
担当区域委嘱（市長） 

委
嘱
辞
令
送
付 

 

 

＜参考＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

民生委員・児童委員の推薦経路 

民生委員・児童委員及

び主任児童委員 

推薦分会（6～12 名） 

 厚生労働省局長通知 

京都市設置要綱 

推薦区会（7～14 名）

厚生労働省局長通知 

京都市設置要綱 

市推薦会（14 名） 

 民生委員法 

市 長 

厚生労働大臣 

市 社 会 福 祉 審 議

会 民 生 委 員 審 査

専 門 分 科 会 

（ 10 名 以 内 ） 

現在 9 名 

民生委員・児童委員及び 
主任児童委員候補者推薦 

民生委員・児童委員及び 
主任児童委員候補者推薦 

民生委員・児童委員及び 
主任児童委員候補者推薦 

民生委員・児童委員及び 
主任児童委員候補者推薦 

委嘱 

 

委員構成について 
（1）議員，（2）民生委員，（3）社会

福祉事業の実施に関係あるもの，（4）

社会福祉関係団体代表者，（5）教育

に関係のあるもの，（6）関係行政機

関の職員，（7）学識経験者 

 

市推薦会，推薦区会の委員構成は

上記で共通しており，推薦分会にお

いては，（１）を除き（2）から（6）

が共通 

民生委員法 

＜委員構成＞ 

議員，社会福祉事業

従事者，学識経験者 

 
区長・担当区長 

分会世話人会 
（１０名程度） 

推薦分会委員選考依頼 

回 答 
推薦区会委員選考依頼

回 答 

区会世話人会 
（４～６名程度） 
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５ 地域の支援体制の確立 

 

 

１ 民生委員・児童委員による地域における活動等について 

（１）委員数等 

厚生労働大臣の委嘱を受け，法令により無給で各地域の学区等を基盤に地域活動を実

践しており，平成２１年７月現在２，７０８名の方が活動されている。 

（２）主な活動内容について 

   民生委員・児童委員の活動については，民生委員法第 14 条に依拠しているが，具体

的な活動・役割等については以下のとおりである。 

①高齢者の見守り活動，子育てサークル等の子育て支援活動を通じて地域社

会と孤立しがちな高齢者や子育て家庭をつなぐ役割 

②地域で福祉問題に困っている住民の相談に応じ，福祉施策に関する情報提

供を行う等，地域住民の身近な相談者としての役割 

③地域の関係機関・団体の集まる各種会議に参画し，地域福祉のネットワー

ク構築に寄与する役割 

④生活保護実施の協力機関としての活動 

 

＜参考：民生委員法粋＞ 

     第 10 条 民生委員には、給与を支給しないものとし，その任期は、

３年とする。(後略) 

第 14 条 民生委員の職務は，次のとおりとする。 

1．住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 

2．援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるように生活に関する相談に応じ，助言その他の

援助を行うこと。  

3．援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要

な情報の提供その他の援助を行うこと。 

4．社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活

動を行う者と密接に連携し，その事業又は活動を支援すること。 

5．社会福祉法に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」と

いう。）その他の関係行政機関の業務に協力すること。 

２ 民生委員は，前項の職務を行うほか，必要に応じて，住民の福

祉の増進を図るための活動を行う。 
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（２）地域の支援体制について 

現在，民生委員・児童委員，区社会福祉協議会・学区社会福祉協議会をはじめ，社会

福祉施設，ボランティア団体など様々な福祉の担い手が地域を支えており，特に京都は

住民自治活動に関して長年の歴史と伝統があり，地域に根づいた活動を行いやすい基盤

が既に整っていた。 

一方で，こうした多様な方々の取組を一同に顔を合わせる機会が少なかったところで

あるが，平成１６年度から１８年度にかけて地域福祉推進委員会を設置したことにより，

民間団体と行政の協働はもとより，民間団体同士の協働が期待できるものとなった。 

今後も，民生委員・児童委員，社会福祉協議会をはじめとした地域の担い手が安心・

安全を福祉の側面から支えられるよう，行政としても引き続き支援を行っていく。 
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１　事業概要

２　児童館・学童クラブ設置状況（21年10月時点）
○　児童館　 １１６館　（学童クラブ事業を実施していない（自由来館のみの）１館を含む）
○　一元化児童館　 １１５館　（児童館のうち，学童クラブ事業を実施してるもの）
○　学童クラブ　 １３１箇所（一元化児童館と学童保育所の合計箇所）

３　学童クラブ登録児童数実績

４　自由来館実績
年度
15
16
17
18
19
20

6,682
6,549
7,124

　京都市では，昼間留守家庭児童を対象とした「学童クラブ」と，広く地域の児童や保護者を対象とし
た「自由来館」の双方の機能を有した「一元化児童館」の整備を，昭和53年から進めており，平成21年
10月現在で115館を設置している。
　一元化児童館は，地域の子育て支援の拠点として，学童クラブに登録している児童だけでなく，地域
の子どもたちや保護者の集う施設となっている。

　○学童クラブ
　　　対　　　象：ひとり親家庭，両親の共働きなどで昼間留守になる家庭の低学年児童
　　　概　　　要：放課後の遊び及び生活の場を提供
　　　利用方法：登録制

　○自由来館
　　　対　　　象：0～18歳までの児童とその保護者
　　　概　　　要：遊びやクラブ，行事など子どもたちを対象とした事業
　　　　　　　　　　幼児クラブや子育て相談など主に乳幼児とその保護者を対象とした事業　など
　　　利用方法：自由に利用することができる（登録不要）。
　
　※事業の詳細については，別添チラシを参照。

17年 4月
17年10月

年月 登録児童数（人）

16年 4月
16年10月

18年10月
19年 4月
19年10月
20年 4月

817,417
831,607

自由来館利用者数

857,947
859,060
818,163
838,165

528,242
537,080

自由来館児童数

534,847
519,154
494,655
526,282

5,963

21年 10月 7,580

６　児童館・学童クラブ事業

18年 4月

6,133

20年10月
7,893

6,948

21年 4月

自由来館児童数…自由来館者数のうち，児童のみの利用者数

自由来館利用者数…児童（乳幼児，小学生，中高校生），大人，ボランティア

7,733

7,596
7,427

7,903

（単位：人）
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８ 学校ふれあいサロン事業について 

 

 

１ 目的 

 ・ 小学校の余裕教室１室を生涯学習活動に利用できる施設「ふれあいサロン」 

  に改修・整備し，学区内の子どもからお年寄りまであらゆる世代の市民が集 

  い，学びあえる身近な生涯学習の場として地域住民に開放しています。 

 ・ 地域に根差した生涯学習の推進を図り，学区内の世代を超えた交流を通じ 

  て，学校を拠点とした地域コミュニティの再生を目指しています。 

 

２ 実施校数等 

 ・ 平成１０年度から１３年度にかけて年次計画的に整備し，１３８校（H21. 

  4.1現在）で実施しています。 

 ・ 余裕教室がないなど一部の学校を除き，全小学校に他の学校開放事業を含

む地域開放施設の整備を完了しています。 

 

３ 運営方法等 

 ・ 地元の自治連合会等の各種団体等で組織される管理運営委員会により，学 

  校との連携を図りながら，自主的に管理・運営されています。 

 ・ 管理運営委員会の構成団体と，管理運営委員会に承認・登録されたサーク 

  ルや同好会，団体が利用できます。 

 ・ 学校が教育活動で使用する時間帯以外のみ利用が可能で，管理運営委員会

と学校が調整のうえ，開放日時を決定しています。 

 

４ 利用状況 

  平成２０年度は，全市で延べ約３２万人，１万５千回を超える利用がありま

した。 

 

５ 活用事例 

 ・サークルや地域団体のコーラス，書道，華道， 

将棋，ダンス，絵画などの文化芸術活動 

 ・家庭教育学級などの各種講演会や研修会 

 ・高齢者と子どもたちのふれあい交流活動 

 ・各種サークルによる絵画，書道，手芸などの 

  作品展示会や合同発表会 

 ・地域の各種団体等の会合，会議 

 ・茶話会や食事会などの交流事業 
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